
問合せ内容 問合せ先及び宛先

●貸与決定に関すること

●返還明細書に関すること 最高裁判所事務総局経理局主計課出納係

●据置期間・返還期間（修習期間終了後）の手続に
　関すること

　〒102-8651　東京都千代田区隼町4番2号
　03-3264-8621

●貸与終了後の返還及びＩＤに関すること 　 syusyu-taiyo@courts.go.jp

●住所等届出書に関すること

●貸与の申請に関すること 司法研修所事務局総務課人事係

●貸与期間（修習期間）中の手続及びＩＤに関すること 　〒351-0194　埼玉県和光市南二丁目3番8号

　048-235-8971

※ 電話による問合せの受付時間は、午前９時から午後５時までです。

※ 貸与決定後は、問合せの際に必ずＩＤを申し出てください。

問合せ先等一覧
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